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わくわく広場おもしろ実験室「綿菓子を作る」で、子どもたちは、小さな穴をあけた缶にザラメ（砂糖）を入れ、 
アルコールランプで加熱しながら、乾電池の動力で小型モーターに直結した缶を回転させ、糸状に飛び出した 
綿菓子を食べました。＝笠松中央公民館で 
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戦没者のめい福を祈り 
春季戦没者追悼式 

　笠松町春季戦没者追悼式が４月２８日、笠松・下羽栗・松

枝の各地域の会場でしめやかに行われました。 

　式には戦没者の遺族の皆さんや関係者の方々が多数

参列され、広江町長が「先の大戦で学んだ幾多の貴重な

教訓を語り継ぎ、世界平和に尽力し、また、道徳の町づくり

を推し進め、安心して暮らしていける郷土笠松町をつくり

上げていきます」と式辞を述べました。 

　続いて岐阜県知事代理、田中県議会議員、伏屋町議会

議長の追悼の言葉のあと、参列者が献花を行い、戦没者

のめい福を祈り、平和への誓いを新たにしました。 

川出平三さん百歳おめでとうございます 
広江町長お祝い訪問 

忠霊塔に向って献花する遺族の皆さん 

　５月７日、満１００歳を迎えられた川出平三さんを広江町長が
訪ね、長年にわたり地域の発展に寄与されてきたことを感謝
するとともに長寿をお祝いし、長寿者褒賞金を贈呈しました。 
　この日は、ご家族の方や町内の方が集まられ、川出さんを
囲んで和やかなひと時を過ごされました。 
　川出さんは、長がらく途絶えていた「雨乞い踊り」を昭和
４８年、地域の方たちと一緒に５０年ぶりに復活させ、踊りに
使われる笛・太鼓も手作りしました。５４年には「円城寺の芭
蕉踊」となり、地域の子どもたちに芭蕉踊りを指導され、地
域の伝統文化の継承に努められました。 
　写真、詩吟、漢詩などの多趣味で、９０歳から短歌に挑戦。
今でも日記を書き、食べ物の好き嫌いもなく、元気に暮らされ、
男性では最長寿者です。 町長から祝状を受け取られる川出さん 

情報公開・ 
　個人情報保護制度 
　　　　　　実施状況 

【情報公開制度】 

　平成２０年度中の公開請求は、１件の請求もあり

ませんでした。 

【個人情報保護制度】 

　平成２０年度における、個人情報保護制度の運

用状況は、開示、訂正、削除の請求および不服申し

立ては、１件もありませんでした。 
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安田敏雄さん受賞 
岐阜県知事表彰 

　平成２１年度岐阜県知事表彰が５月２０日、県民
ふれあい会館で行われ、各界功労者表彰の市町
村行政分野で安田敏雄さん（円城寺）が受賞され
ました。 
　安田さんは、平成４年４月地域住民から推され笠
松町議会議員に初当選、以来１１年６月までおよび１
２年４月から現在までの５期１６年の永きにわたり在
職し、その間議長、副議長、総務文教常任委員会
委員長、議会運営委員会委員長を歴任され、地方
自治の振興発展に大きく貢献されています。 



行政と皆さんとのパイプ役 町内会長さんのご紹介 
　町と町民の皆さんの間に立って、住みやすいまちづくりのために
ご協力いただいている町内会長さんをご紹介します。 
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　町内会連合会・自主防災会協
議会の臨時総会が、４月２４日役
場で開催されました。 
　総会では、平成２０年度事業報
告および決算の認定と、欠員とな
った役員の選出が行われ、新役
員に次の方が選出されました。　 

（敬称略） 
副会長 
　田島　義久（無動寺） 

町内会連合会・　 
自主防災会協議会 
　　臨時総会 開催 

（敬称略） 

臨時総会で熱心に協議される町内会長さんたち 

第３１号議案　笠松町長期継続契約を締結すること
ができる契約を定める条例について 

地方自治法の規定に基づき、翌年度以降（長期）
にわたり契約締結しなければ事務の取扱いに支障を
及ぼす契約を条例で定め、長期継続契約できるよう
にするため条例を制定。 
第３２号議案　笠松町議会議員の議員報酬、費用弁

償及び期末手当に関する条例の一部
を改正する条例について 

第３３号議案　笠松町常勤の特別職職員の給与に関
する条例の一部を改正する条例につ
いて 

第３４号義案　笠松町職員の給与に関する条例の一
部を改正する条例について 

民間企業の状況を反映するため暫定的な措置と
して議会議員、特別職、職員の６月期の特別給を０.２

月分減額するため、所要の規定整備。 
第３５号議案　松枝小学校西舎耐震補強工事請契約

の締結について 
　契約金額 １１１,３００,０００円 
　契約の相手方 大日本土木株式会社 

第３６号議案　平成２１年度笠松町一般会計補正予算
について 

　補正額 ６,３９８,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ５,６３６,８２７,０００円 
岐阜地方法務局羽島出張所跡地を町有地との交
換により取得することに伴い、対象となる町有地の測
量および鑑定評価に伴う委託料の増額、岩田市蔵氏
（北及）からの寄附に伴い松枝小学校の和太鼓・図
書室調べ学習用パソコンや笠松中学校の部活動用品・
ブラスバンド部の楽器の購入費など増額補正。 

〔提出議案すべて可決〕 

第3回笠松町議会臨時会議決結果（5月19日開会　同日閉会） 
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　平成２１年１０月から個人住民税の公的年金からの引き落とし（特別徴収制度）が始まります。 
　現在、公的年金を受給されていて個人住民税を納税する義務のある方は、納付書や口座振替（普通徴
収）により納めていただいています。この制度の導入により、年金を支給する社会保険庁などの年金保険者
が個人住民税を年金から引き落とし、町へ直接納めるように納税方法を変更するものです。 

○ 対象となる方 
　４月１日現在６５歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある
方です。 
　ただし、「介護保険料が公的年金から引き落としされていない方」や「引き落としされる個人住民税額が
老齢基礎年金等の額を超える方」などは対象となりません。 

○ 対象となる公的年金 
　老齢基礎年金又は昭和６０年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。 
　障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは、引き落としはされません。 

○ 引き落としされる税額 
　公的年金所得の金額から計算した税額のみです。 
　給与所得や事業所得などから計算した税額は、これまでどおりの方法により納めていただくことになります。 

○ 引き落としが中止となる場合 
　転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止になり、普通徴収により納
めていただくことになります。 

○ 実施時期 
　平成２１年１０月支給分の年金からです。 
　そのため、引き落としが始まる２１年度の個人住民税は、公的年金所得に係る年税額の１/２を普通徴収に
より納めていただき、残りの１/２を１０月、１２月、２月に支給される年金から３回に分けて引き落としさせていただ
くことになります。 

○ 問合先　税務課 
 

65歳以上の公的年金受給者で
個人住民税を納税されている方へのお知らせ
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杉山邸常設展示場オープン 
商家と町の歴史探訪 

　毎月第４土、日曜日に無料で一般開放している下
本町にある古い商家杉山邸（国登録文化財）の２
階に常設展示場がオープンしました。 
　管理運営にあたっている笠松を語り継ぐ会が、
杉山邸や隣接する土蔵などに保管されていた写
真やチラシ・地券・文献など貴重な歴史資料を１年
かけて整理。 
　１２０点余りの資料を展示するためにパネルや展
示ケースの整備を進め、このほど開設セレモニーが
杉山幹夫さんや広江町長、十六地域振興財団な
どが出席して行われました。 
　杉山さんは「この家と笠松町の誕生はほぼ同時
期で一緒に歩んできた歴史があり、皆さんで末永く
有意義に活用してください」と述べられました。

広江町長は「常設展示場は語り継ぐ会の努力によ
り一般開放され、杉山邸もまちの駅構想もあり、官
民一体となってまちづくりの拠点に」とあいさつされ
ました。 

常設展示場で資料の説明を受ける杉山さんたち（右から2人目） 

笠松みなと公園で気持ちよくウォーキングするみなさん 

健康づくり体力づくり 
毎週ウォーキング 

　４月から町民の健康増進を願って、町体育指導
委員会が、土曜日毎にウォーキングを開催しています。 
　５月２日、笠松みなと公園で、３０人が参加してウォ
ーキングをしました。 
　体育指導員から「ウォーキングは、健康増進に効
果があり、胸を張り背筋を伸ばし、腕は９０度に曲げ
大きく振り大股で、２０分以上歩くとよい」と説明され
ました。 
　参加者たちは、足や腕などをストレッチし２.２キロ
のコースを体育指導員と一緒にさわやかな汗を流し、
「健康づくりのために毎週ウォーキングに参加して
います」と話されました。 
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文化・芸術・学習の 
成果を一堂に 

舟をテーマにかさまつ文化フェスタ 

「舟」をテーマに飾られたフラワーアレンジメントに見入る観覧者 

　５月１６日・１７日、笠松中央公民館で「舟」をテー
マとして、かさまつ文化フェスタ２００９が盛大に開催
されました。 
　かさまつ文化フェスタは、町文化協会に登録され
ているクラブやサークルの会員の成果などを町民
に披露する場です。 
　作品展示部門では、柳津・岐南町文化協会の協
賛出展のほか油絵・水彩画・水彩画・写真・書・短歌・
俳句・川柳・生け花などの作品２２０点を展示。 
　ステージ発表部門では、日本舞踊・民謡・フラダン
ス・三味線・コーラスなど２５団体が、日頃から練習を

重ねた成果を披露。 
　観覧された方々は、展示作品やステージ発表の
素晴らしい出来栄えに、皆感心していました。 



フレッシュ健診のお知らせ 
福祉健康課 

　６月の休日急病診療当番医は次のとおりです。
受診の際は必ず保険証をご持参ください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があり
ますので、前もって役場で確認してください。 
　下記以外については、羽島郡地域救急医療情
報センター（羽島郡広域連合消防本部内）へお問
い合わせください。1３８８-３７９９ 

〔内科系〕診療時間  午前９時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院
（田代1３８８-０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 

〔歯科系〕診療時間  午前１０時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

休日急病診療（内科・歯科）の 
お知らせ 福祉健康課 

 
対象者 

19歳～39歳の方 
（昭和45年4月2日生～平成3年4月
1日生まれ） 

 
内容 

身体計測・血圧測定・尿検査 
血液検査 
（血中脂質・肝機能・貧血・血糖） 
骨粗しょう症検査 

午前9時～11時30分 
7月3日（金） 

7月8日（水） 

7月9日（木） 

7月6日（月） 
日時 
場所 

500円（健診日に会場で徴収） 
自己 
負担金 

午前9時～11時30分 

午後1時～3時 

午後1時～3時 

午前9時～11時30分 

午後1時～3時 

下羽栗会館 

中央公民館 

福祉健康センター 

日 

7 
 
14 
 
21 
 
28

医 療 機 関 

河合内科クリニック 
 
北田内科クリニック 
 
羽島クリニック 
 
小 寺 医 院  

所　　在 

岐 南 町 八 剣  
 
岐南町下印食 
 
笠 松 町 門 間  
 
笠松町美笠通 

電　　話 

247-6630 
 

278-1030 
 

387-6161 
 

387-4504

日 

7 
 
14 
 
21 
 
28

医 療 機 関 

西垣歯科クリニック 
 
松 原 歯 科 医 院  
 
みやかわ歯科医院 
 
三 輪 歯 科 医 院  

所　　在 

笠 松 町 北 及  
 
笠松町美笠通 
 
岐南町下印食 
 
笠松町円城寺 

電　　話 

387-5900 
 

387-6600 
 

272-9988 
 

387-6110
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　町では、今年度１９歳から３９歳になられる方を対
象にフレッシュ健康診査を行います。 
　昨年受診された方や新たに申し込みをされた方
には案内のはがきを６月下旬に送付します。 
　この機会にぜひ受診してください。 

※申し込みをされていない方で、受診を希望される
方は福祉健康課までご連絡ください。 



遊ぼう　楽しい行事 児童館 

　児童館では、小学生・幼児親子を対象に次の行
事を開催しています。参加される方はお申し込みく
ださい。 
　また、休館日の月曜以外には、卓球やトランプ、絵
本などを自由に楽しむこともできますので、ぜひ遊び
にきてください。 

児童手当の現況届 
福祉健康課 

　児童手当現況届は、毎年６月１日の状況を記載し、
引き続き手当を受けることができるかを確認するも
のです。 
　なお、この現況届を提出されないと、６月分以降
の手当が差し止めされますのでご注意ください。 
【提出期限】６月３０日（火） 
【提 出 先】役場福祉健康課（窓口）・福祉健康セ 

ンター・総合会館 
【持参するもの】印鑑 

現況届（郵送で送付されたもの） 
厚生年金加入者は受給者の健
康保険証をお持ちください。 

【問 合 先】福祉健康課 

＜小学生行事＞ 午前１０時～ 

＜幼児親子行事＞ 
■ピヨピヨひろば 午前１０時３０分～ 

 
■手づくりクラブ 午前１１時～ 

　４日（土） 
１２日（日） 
１８日（土） 
　１日（土） 
　９日（日） 
２３日（日） 
　５日（土） 
１３日（日） 

 
７月 
 
 
８月 
 

９月 

○ 
 
○ 
○ 
○ 
 
○ 

日（曜日） 

２日（木）・３日（金） 
１７日（木）・１８日（金） 

月 

７月 
９月 

日（曜日） 

７日（火） 
１５日（火） 

月 

７月 
９月 

つくってみよう 
オセロであそぼう 
ボラクラブ 
ボラクラブ 
つくってみよう 
ドミノであそぼう 
つくってみよう 
ふうせんバレー 

日（曜日） 月 申込み必要 行　　事　　名 

こころの巡回相談・ 
グループワーク開催 福祉健康課 
　こころの悩みや不安について地域活動支援セン
ターの精神保健福祉士などが相談に応じます。 
　また、同時に精神障がいの方やそのご家族、ここ
ろの悩みをお持ちの方たちの憩いと交流の場として、
グループワークを開催しますのでお気軽にご参加く
ださい。 
【月　時】６月１８日（木） 午前１０時～１１時３０分 
【場　所】福祉健康センター 
【内　容】こころの相談・カラオケ 
【問合先】福祉健康課 

多重債務でお困りの方への 
特別相談所の開設 住民課 

　町では消費者金融などのローン返済に追われ、
国民健康保険税の支払いが困難、もしくは滞って
いる方の問題を解決するために、岐阜県国民健康
保険団体連合会から相談員が派遣される特別相
談所を開設します 
　秘密は固く守られますので、ひとりで悩まずにお
気軽にご相談ください。 
　なお、事前予約も可能ですので、住民課までご連
絡ください。 
【日　時】６月２６日（金） 午後１時～ 
【場　所】笠松町役場 
【対象者】国民健康保険税滞納者 
【相談員】多重債務者専門相談員（弁護士） 
【費　用】無料 
【問合先】住民課保険年金担当 
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　今年度の介護保険料納入通知書を６月下旬に
お送りします。保険料の額は６月に決定する平成２１
年度住民税の課税状況に応じて決定したものです。 
●年金天引きによる納付（特別徴収）の方 
　今回、決定した保険料（年額）から４月にお送りし
た納入通知書の仮徴収額を差し引いた額が、１０月
以降の年金から３回に分けて天引きされます。 

（４月、６月、８月の年金からは、４月にお送りした納入
通知書の額が天引きされます。） 
●納付書による納付（普通徴収）の方 
　今年度の保険料（年額）を６月から１０期に分け
て納付します。各納期限までに納め忘れのないよう
納付してください。 
●介護保険料が見直されました。 

【問合先】福祉健康課　☎３８８-７１７１ 

65歳以上の皆さんへ 
介護保険料が決定しました 

平成２１年度介護保険料 

 

所得段階 

 

第1段階 

 

第2段階 
 

第3段階 

第4段階 
（基準額） 

第5段階 

第6段階 

保険料額 
（円） 
年　額 

25,500 

 

25,500 

 
38,300 

44,900 

51,000 

63,800 

76,500

基準額に対する 
割合 

平成21～23年度 

×0.50 

 

×0.50 
 

×0.75 

×0.88 

×1.00 

×1.25 

×1.50

 

所得などの条件 

 

生活保護を受給している人、または世帯全員が住民税非課税で
老齢福祉年金を受けている人 

世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の
合計が年間80万円以下の人 

世帯全員が住民税非課税で、第2段階対象以外の人 

課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 

本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人 

本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満の人 

本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上の人 

スポーツ＆レクリエーション スポーツ＆レクリエーション スポーツ＆レクリエーション スポーツ＆レクリエーション 

４月２６日（日）　町民体育館 
優　勝　南栄町バレークラブ 
準優勝　田代 
３　位　下羽栗 
３　位　親G４ 

４月２７日（月）　運動公園内運動場　　　　　　　　（敬称略） 
◆男子の部 ◆女子の部 
　優　勝　森　茂徳（田代） 　優　勝　野田澄子（松栄町） 
　準優勝　田中悦治（江川） 　準優勝　足立和恵（長池） 
　３　位　堀江武光（円城寺） 　３　位　岡松松子（田代） 

町民バレーボール大会 町民グラウンド・ゴルフ大会 
４月２６日（日）　町民体育館 
優　勝　南栄町バレークラブ 
準優勝　田代 
３　位　下羽栗 
３　位　親G４ 

４月２７日（月）　運動公園内運動場　　　　　　　　（敬称略） 
◆男子の部 ◆女子の部 
　優　勝　森　茂徳（田代） 　優　勝　野田澄子（松栄町） 
　準優勝　田中悦治（江川） 　準優勝　足立和恵（長池） 
　３　位　堀江武光（円城寺） 　３　位　岡松松子（田代） 

町民バレーボール大会 町民グラウンド・ゴルフ大会 
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ブロック塀除去と生け垣設置の 
助成制度をご利用ください 総務課 
　地震時のブロック塀倒壊による事故を防止する
とともに、町内の緑化を推進するため、道路に面し
たブロック塀を取り壊したり、新しく生け垣を造られ
る方に助成を行っています。 

【問合先】総務課 

ブロック塀などの除去 生け垣の設置 

個人の住宅・事業所
の敷地内で道路に面
した部分 
・高さ0.65m以上、幅
0.20m以上、延長
3.00m以上で、生け
垣に適した樹木 

標準事業費 
1m当たり 7,800円 
補助率 3/10 
限度額 100,000円 

標準事業費 
1m当たり 3,600円 
補助率 3/10 
限度額 40,000円 

個人の住宅・事業所
の敷地内に設置され
たブロック塀などで道
路に面した部分 
・地盤高0.65m以下
の高さまで除去 

 

補助額 

 
 
 

条　件 

子育てサロン 
「マジックショー」開催 

子育て支援センター 

　町では、皆さんの子育てをサポートするために、
乳幼児と保護者が遊びをとおしてふれあう場、保護
者交流の場として子育てサロンを開催します。 
　今回は、マジックショーです。親子でいろいろなマ
ジックを見て楽しみませんか。皆さんお誘い合わせ
のうえ遊びに来てください。 
　なお、育児相談もあわせて行いますので、相談さ
れる方は母子手帳をお持ちください。 
【日　時】６月１０日（水） 午前１０時～１１時 
【場　所】第一保育所 
【対象者】乳幼児と保護者 
【問合先】子育て支援センター 

館蔵品展開催　藤掛中洲水没遺跡 
歴史民俗資料館 

　町内在住者から寄贈された藤掛中洲水没遺跡
の土器や土器片、土器片を繋ぎ合せ復元した壷な
どを展示します。 
　藤掛中洲水没遺跡とは、昭和４６年木曽川の中
洲（田代）から、弥生式土器が発見されたことから
笠松にも弥生式遺跡があるのではないかと注目され、
出土品から、縄文時代から江戸時代までの複合遺
跡といわれています。 
【会期・時間】６月１６日（火）～７月５日（日） 

午前９時～午後５時 
【休館日】月曜日 
【入館料】無料 

アンサーバック電話番号の 
お知らせ 総務課 

　防災行政無線が聞き取れなかった時は388-
4930 または 388-4931に電話すると、過去4
件分の放送を確認することができます。 

第３１回　少年の主張大会開催 
町青少年育成町民会議 

【日　　時】６月１４日（日） 午前９時３０分～ 
【場　　所】中央公民館３階大ホール 
【発 表 者】小・中学生 
【発表内容】未来への夢や希望、家庭・学校生活・

地域活動の中で、日ごろ考えたり実践
したりしていること 

【主　　催】笠松町青少年育成町民会議　青少
年教育部会 

銃刀法が改正されました 

　銃刀法が改正され、刃渡り５.５cm以上の剣（両
側に刃がついた刃物）が所持禁止となります。所
持している方は７月４日までに処分してください。 
【問合先】岐阜羽島警察署　1３８７-０１１０ 

岐阜羽島警察署 
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定額給付金および 
子育て応援特別手当の 
申請はお済みですか 

企画課 

　町から申請書を該当する世帯へ簡易書留郵便

で郵送しました。 

　申請期限は９月２４日までです。期限までに申請書

が提出されない場合は「受取辞退」とみなされます

ので、まだお済みでない方は早めに申請をしてくだ

さい。 

　詳しくは、役場定額給付金窓口（1３８８-１２１６）

にお問い合わせください。 

　町では、ATM（銀行・コンビニなどの現金自動預

払機）の操作をお願いすることや、定額給付金およ

び子育て応援特別手当の給付のために、手数料

などの振込みを求めることは絶対にありません。 

　ご自身でATMを操作して、他人からお金が振り

込まれることも絶対にありません。 

使用済みの食用油の回収 
環境経済課 

　ご家庭で使用済みの食用油の回収を町婦人会・

生活学校の協力で、実施しますのでご利用ください。 

【日　　時】６月１６日（火） 

午前９時３０分～１１時３０分 

【回収場所】役場、中央公民館、松枝公民館、下羽

栗会館 

※新聞紙、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶も同時

に回収します。 

浄化槽などの現況確認調査に 
ご協力を 環境経済課 

　公共用水域などの水質の保全などの観点から

浄化槽によるし尿や雑排水の適正な処理を図るた

め、浄化槽や汲み取り槽を利用している家庭に、町

が委託している受注業者が現況確認調査に訪問

しますので、ご協力ください。 

【訪問業者】松南株式会社（羽島郡岐南町みやまち 

４丁目１５３番地） 

【調査期間】６月～平成２２年３月 

【調査地域】松枝地域 

【問 合 先】環境経済課 

労働保険年度更新の手続きは 
お早めに 環境経済課 

　「働く人のセーフティネット」の労災保険と雇用保

険の申告・納付期限が今年から７月１０日となりました。 

　雇用保険料率が下がるなど改正点がいくつか

ありますので、期限直前は窓口が大変混雑するこ

とが予想されます。 

　岐阜県労働局と労働基準監督署では、６月１日か

らご相談に応じています。お早めにお電話くださるか、

お出かけください。 

　なお、手続きはパソコンから行うこともできます。イ

ンターネットでご確認ください。 

【問合先】岐阜県労働局　労働保険徴収室直通 

1２４５-８１１５ 

電波利用環境保護周知啓発強化期間 
6月1日から6月10日まで 

電波を使うには免許が必要です。 
電波のルールを守りましょう。 

不法無線局の相談は、052-971-9107 
テレビ・ラジオの受信相談は、052-971-9648

総務省　東海総合通信局 
ホームページ（URL） http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/

デンパ君 



ひとりで悩まないで! 
相談窓口 開催 

岐阜県男女共同参画プラザ 

　男女がともに自分らしく生きられるよう、家庭や職
場環境の問題に加え、DV（ドメスティック・バイオレ
ンス）、女性の再就職や自立に関わる相談など、女性・
男性の生き方に関わる身近な問題について幅広く
応じ 、「 その人自身の自立した選択」を応援するも
のです。相談は、無料です。 
○電話相談　専用ダイヤル1２７８-０８５８ 
【相 談 日】日曜日～木曜日 
【時　　間】午前９時～５時 

（正午から午後１時を除く） 
○面接相談　相談専用ダイヤルでご予約ください。 
【場　　所】男女共同参画プラザ（岐阜市藪田南５-

１４-５３　県民ふれあい会館２棟３階） 
【相談内容】 
こ こ ろ…女性ウィメンズカウンセラー 第２水曜日 
　　　　　女性臨床心理士 第３火曜日 
し ご と…女性産業カウンセラー 第２火曜日 
法律相談…女性弁護士 第４火曜日 
【問 合 先】男女共同参画プラザ（岐阜県地域女

性団体協議会1２７５-４３８６） 

職場での悩みごと 
無料相談開催 

岐阜県労働委員会事務局 

就業支援講習会開催 
岐阜県母子家庭等就業・自立支援センター 

　母子家庭のお母さんを対象に、就業を支援する
ための講習会を開催します。 
【受講種目】○ヘルパー２級講習 

○医療事務講習 
○パソコン講習 

【受 講 料】無料（ただし教材費は本人負担） 
【申 込 日】６月１日（月）～６月１５日（月） 
【申 込 先】岐阜振興局福祉課　1２６４-１１１１ 
【問 合 先】岐阜県母子家庭等就業・自立支援セ

ンター　1２６８-２５６９ 
※申込多数の場合は、抽選となります。 
※各種目の受講日程は、岐阜県母子家庭等就業・
自立支援センターへお問い合わせください。 

「２０１０大学・短大卒業者採用企業 
合同説明会」開催 岐阜労働局 

【日　　時】６月３日（水） １２時３０分～１６時（受付
１２時～） 

【場　　所】岐阜市文化センター　１階催し広場
岐阜市金町５-７-２ 

【対 象 者】平成２２年３月大学、短大、高専、専修
学校卒業予定者 
平成２１年３月卒業の大学等未就職卒
業者 

【企 業 数】１００社 
【参 加 費】無料 
【主　　催】厚生労働省岐阜労働局・岐阜県・（社）

岐阜県雇用支援協会 
【問 合 先】岐阜労働局職業安定部職業安定課

1２６３-５５１９ 

温暖化防止のためのアクションを 
第６回 水道の使い方で減らそう 

環境経済課 

　ＣＯ２削減のために、６つのアクションを提案します。
日々のちょっとした気遣いが、積み重なれば大きな
削減に。 
Act５：水道の使い方で減らそう 

蛇口はこまめにしめよう 
　シャワーを１分間出しっ放しだと、
なんと１０リットルにもなるのです。
家族３人なら、１家庭あたり３０リット
ル、ペットボトル１５本分のムダに。
しかも、水だけでなく、ガスや電気
を使ってわざわざお湯にしたものを、
じゃぶじゃぶ捨てているのです。
また、水道水の送水には、たくさん
の電気が使われています。頭を
洗っているときなど、必要のない時
にはこまめにシャワーを止めること。
そんな当たり前の心掛けが、地球
の未来をつくっていきます。 

　解雇や賃金など労使間のトラブル相談にお答え
します。秘密は厳守します。 
【日 　 時】７月５日（日） 午前１０時～午後３時 
【場 　 所】じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業

交流センター）４階 
【対 　 象】県内に在勤または事業主の方 
【相 談 員】県労働委員会委員 
【相 談 料】無料 
【申 込 方 法】電話予約（先着１０人）または当日

会場で申込み 
【申込・問合先】県庁労働委員会事務局 
　　　　　　　1２７２-１１１１内線３２７３ 



薬膳植物観察と薬膳料理 
参加者募集 教育文化課 

　各務原市の内藤記念くすり博物館薬草園で、薬
草園職員から植物の特徴や薬効などについての
話を聞く、薬用植物観察会が開催されます。また、
観察会終了後、薬膳料理を楽しんでいただけます。 
　ぜひ、ご参加ください。 
【日 　 　 時】６月２３日（火） 

午前１０時１５分～午後１時 
【集 合 場 所】内藤記念くすり博物館（各務原市

川島竹早町１） 
【定 　 　 員】５０人（申込順） 
【対 　 　 象】中学生以上 
【参 加 費 用】薬膳料理代１,０５０円 
【申 込 開 始】６月８日（月） 
【申込・問合先】木曽川学研究協議会事務局 

（各務原市役所観光文化課内） 
1３８３-１３４８ 

【受 付 時 間】午前８時３０分～午後５時１５分 
（平日） 

毎週ウォーキングしましょう 
体育指導委員会 

　皆さんの健康増進のため、毎週土曜日にウォー
キングを開催しますので、ぜひご参加ください。歩幅・
歩数から距離を計算し、東海道五十三次などと同
じ距離を歩いてみましょう。 
【日時・場所】 
６月６日（土）９時～１０時  笠松地域 笠松みなと公園 
１３日（土）９時～１０時 松枝地域 運動公園 
２０日（土）９時～１０時 下羽栗地域 トンボ天国 
２７日（土）９時～１０時 笠松地域 笠松みなと公園 

（雨天中止） 
　当日、担当委員が参加証明の手作りスタンプを
押します。１０回参加で１０回章、以降２０回、３０回と
オリジナルバッジを進呈します。（小冊子を用意して
あります） 

平成２２年３月新規学校卒業者 
求人取扱説明会の開催 

ハローワーク岐阜 

　事業主を対象とした、平成２２年３月新規学校卒
業予定者の求人取扱説明会を開催します。 
【日　時】岐阜会場　６月２日（火曜日） 

第１回目　午前１０時～正午 
第２回目　午後２時～４時 
※受け付けは３０分前から行います。 

【場　所】岐阜会場　長良川国際会議場４F大会
議室（岐阜市長良福光２６９５-１） 
※会場へは公共交通機関をご利用くだ
さい。 

【内　容】平成２２年３月新規学卒者の求人取扱に
ついて 
公正な採用選考について（人権啓発推
進員研修） 
その他 

【問合先】ハローワーク岐阜　求人部門（学卒係）
1２４７-９８９２ 

経済センサス－基礎調査に 
ご協力を 企画課 

　経済センサス－基礎調査を７月１日現在で実施し
ます。 
　調査対象事業所には、６月中旬から７月中旬にか
けて調査員が伺いますので、ご協力をお願いします。 
　なお、調査内容に関する秘密は統計法に基づき
厳守されますので、正確な記入をお願いします。 
【対象】 
　全国すべての事業所・企業を対象とした調査。 
　（これまで実施してきた事業所・企業統計調査や
サービス業基本調査などを統廃合して実施されます） 

税務職員募集 
名古屋国税局 

　名古屋国税局では税務職員を募集しています。 
【職　　種】国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験 
【受験資格】昭和６３年４月２日～平成４年４月１日ま

でに生まれた方 
【申込期間】６月２３日（火）～３０日（火） 
【試 験 日】第１次試験 ９月６日（日） 

第２次試験 １０月１５日（木）～２２日（木）
の間に指定する日 

【問 合 先】名古屋国税局人事第二課試験係 
　　　　　 ☎０５２‐９５１‐３５１１（内線３４５０） 
国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp） 

「第3回羽島郡消防操法大会」開催 
【日時】６月２８日（日） 午前８時 
【場所】笠松町運動公園（北及） 

消防団員募集 
～あなたの力を消防団に～ 

【女性の方　歓迎します】 
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三日里親募集 
子育て支援センター 

　県内の児童施設で生活している子どもたちで、
夏季の帰省時に帰る家庭のない子どもや家庭の
事情で帰省できない子どもに、温かい家庭の雰囲
気を体験させていただける里親を募集します。 
【里親の期間】８月１日（土）～３日（月） 
【申込期限】６月２４日（水） 
【申　込　先】子育て支援センター・役場福祉健

康課（窓口）・福祉健康センター 

町職員募集 
総務課 

【採用年月日】平成２２年４月１日 
【採用予定人員】事務職員・技術職員（土木） 

若干名 
【受 験 資 格】 

【申込・受付期間】 
　申込用紙の交付・受付は、第１種・第２種・第３種
のいずれも平成２１年７月６日（月）から平成２１年７月
３１日（金）までの午前８時３０分から午後５時３０分ま
でです。 
　ただし、土曜日・日曜日および祝日は、申込用紙の
交付および受付を行いません。 
郵送による申込みの場合は、申込期間最終日の消
印分まで有効です。 
【申込用紙交付・受付・問合先】 
笠松町役場総務課 
〒５０１-６１８１　笠松町司町１番地　1０５８-３８８-１１１１ 

【試験日時・場所・方法】 

昭和54年4月2日 
から 

昭和63年4月1日 
までに生まれた方 

・日本国籍を有する方 
・成年被後見人、被保佐人（準禁治産者を含
む。）でないことやその他公務員として法
律的に欠格事項がない方 

第1種 
（大学卒業程度） 

昭和54年4月2日 
から 

平成2年4月1日 
までに生まれた方 

第2種 
（短大卒業程度） 

昭和54年4月2日 
から 

平成4年4月1日 
までに生まれた方 

第3種 
（高校卒業程度） 

 
年齢 
要件 

 
その他 

区分 

第1種・第2種・第3種 

平成21年9月20日（日） 午前8時50分～ 

県立羽島北高等学校（予定） 

教養試験・事務適性検査・適性検査 

平成21年10月下旬予定 

笠松町役場 

口述試験・作文試験・体力検査 

区分 

第1次試験 

第2次試験 
（第1次試験
合格者のみ） 

日 時  

場 所  

試験方法 

日 時  

場 所  

試験方法 

町生誕１２０年記念 
第５８回町民卓球大会 
参加者募集 町体育協会 

【日　　時】７月５日（日） 午前９時１５分～ 
【場　　所】総合会館 
【参加資格】町内に在住、在勤の方 
【種　　目】①一般男子の部 

②中学生男子の部 
③中学生女子の部 
④小学生の部 
⑤混合ダブルスの部 
⑥ラージボールの部（混合団体戦） 

【参 加 料】１人１００円（大会当日徴収） 
【申込期限】６月１９日（金） 
【申 込 先】町体育協会事務局（中央公民館内） 
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6月開催日程 

携帯電話でレース映像配信 

大好評！ 
ご予約はお早めに 

ドリームルーム ドリームルーム 
レディース専用特別席 

ご予約・お問い合わせは電話またはFAXにて・・・ 
企画広報課　ＴＥＬ387-9079　ＦＡＸ387-5183

携帯電話（ドコモ・ソフトバンク・ａｕ）での
レース映像（ライブ・ＶＴＲ）提供を「うまステ」
により実施することになりました 
※ａｕはＶＴＲのみ配信。情報料は無料ですが視聴す
　る際には高額の通信料が必要です。利用時にはパ
　ケット定額制度への加入を強くお勧めいたします。 

お問合せ先：うまステ事務局　support@uma.st http://uma.st/

９（火）・１０（水）・１１（木）・１２（金） 
２３（火）・２４（水）・２５（木）・２６（金） 



保健 相 談 （健診・予防接種・相談・教室など） 

6月の相談・保健 

内　　容 

悩みごと相談 

行 政 相 談  

人 権 相 談  

心配ごと相談 担当地域民生委員の在宅相談 

在宅相談　行政相談委員 
　岩田　修　宮川町５７　　☎387-3718 
　川口　淑　門間６６６　　 ☎388-2178

在宅相談　身体障害者相談員 

　早水春生　西宮町１３１　 ☎388-0029 

　河尻和男　北及１９０２　  ☎387-5788 

　堀場靖隆　円城寺９２９　 ☎388-3791 

　岩田賢一　田代９５０-１　 ☎388-0068

福祉会館 

日（曜日） 

13：00～15：00
3日（水） 

17日（水） 

受付時間 場　所 

身体障がい者 
相談 

在宅相談　人権擁護委員 
　保母勝壽　弥生町３０　　☎387-2782 
　則竹　緑　東陽町３６-３　☎387-9625 
　後藤　稔　北及１１８３　　☎388-1495 
　廣　とし子　長池２６３-２　 ☎388-1906 
　杉原貴子　中野２５６　 　☎388-1496 
　杉山詞一　円城寺１４４３　☎387-7867

かみしめる 
生きる喜び　歯とともに 

6月 4 日 ～ 1 0日 

歯 の 衛 生 週 間 

第3日曜日は家庭の日 
 

家族みんなで、郷土の文化にふれ、 
ふるさとに学びましょう 

今月のテーマ 
 

6月21日は、家庭の日です。心豊かな明るい家
庭づくりをしましょう。 

町県民税 第1期分 
国民健康保険税 第3期分 
介護保険料 第1期分 
納期限 6月30日（火）まで 

今月のお休みは６月1日（月）・３０日（火）です。 
図書室には、毎週新しい本が入ってきます。 
新着本は、ホームページの蔵書検索からご覧いただけます。 

図書室休室日のお知らせ 

今月の納税・納付 
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内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

１３：２０～１４：１０ 

１３：１０～１３：５０ 
 

９：２０～１０：００ 

９：２０～９：３０ 

１０：００～１１：３０ 

１３：００～１４：３０ 

１３：００～１３：１０ 

１０：００～１１：３０ 
 

１３：３０～１４：３０ 

１３：００～１４：３０ 

 

１０：３０～１１：３０ 

 

１４：００～１５：３０ 

１３：３０～１５：１５ 
 

９：３０～１１：１５ 
 

１０：００～１１：３０ 
 

１３：３０～１５：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 

 

１０：００～１１：３０ 

１３：００～１７：００ 

１０：００～１６：００ 

乳児健康診査・ 
BCG予防接種 

1歳6カ月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生教室 
 

にこにこ教室 
 
 
歯みがき教室 
 
 
プレパマクラブ 
 
 
 
 

育児相談・ 
マタニティ相談 

 
 
 
 
 
 

健康相談 
 
 
 
 
 
転倒予防教室 
 
 
 

貯筋（ちょきん）くらぶ 
～転倒予防体操教室～ 

 

骨こつストレッチ 
～畳の上で行う 
　ストレッチと体操～ 
 

ふれあいひろば 
 
 
 
ふれあい喫茶 
 
 
 

心の巡回相談と 
グループワーク 

障がい者等就労体験 
 
献血 

９日（火） 

１１日（木） 

２５日（木） 

１６日（火） 

２５日（木） 

９日（火） 

２４日（水） 

２４日（水） 

９日（火） 

１０日（水） 

１７日（水） 

２４日（水） 

８日（月） 

９日（火） 

１２日（金） 

２４日（水） 

４日（木） 

１８日（木） 

３日（水） 

１７日（水） 

１０日（水） 

２４日（水） 

１６日（火） 

８日（月） 

９日（火） 

１２日（金） 

１８日（木） 

２３日（火） 

１７日（水） 

 

 

 

 

福祉健康センター 

 

 

 

 

第一保育所 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

総合会館 

福祉健康センター 

福祉会館 

福祉健康センター 

総合会館 

 

福祉健康センター 
 

福祉会館 
 

福祉健康センター 

総合会館 

福祉健康センター 

福祉会館 

福祉健康センター 
 

（株）光製作所 



追納制度をご存じですか？ 追納制度をご存じですか？ 

学生納付特例期間 

若年者納付猶予期間 

全額免除期間 

4分の3免除期間 

半額免除期間 

4分の1免除期間 

年金額には反映されません。 

納付した場合の3分の1の額が年金額に反映されます。 

納付した場合の2分の1の額が年金額に反映されます。 

納付した場合の3分の2の額が年金額に反映されます。 

納付した場合の6分の5の額が年金額に反映されます。 

　免除（全額・４分の３・半額・４分の１）や納付猶予（学生納付特例・若年者

納付猶予）の承認を受けたことがあるみなさん!!その期間は納付した場合に

比べ将来うける老齢基礎年金額が少なくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「追納」で年金を満額に近づけましょう！ 
　免除を受けたことにより、将来減額となる老齢基礎年金を少しでも多く受けるために、１０年前の分までさか

のぼって保険料を納めることができる「追納制度」があります。 

○追納する保険料の額は、免除を受けた月の属する年度から２年度を経過すると、当時の保険料に経過し

た期間に応じて一定の額を加算した額になります。経過期間が長いほど加算額が高くなりますので早め

の追納をお勧めします。 

○追納は１０年以内で、原則として先に経過した月の分から納付していただくことになります。 

教育委員会だより 

「ソシアル・アンクル、 
ソシアル・アント運動」に 
参加してみませんか 

　「ソシアル・アンクル、ソシアル・アント運動」とは、子
どもたちの健やかな成長と地域の教育力の向上をね
らいとして始められた「地域のおじさん、おばさん運動」
の岐阜県版です。青少年育成国民会議のスローガ
ン「大人が変われば、子どもも変わる」という国民運動
の一環で始まった運動です。すでに、見守り隊、子ど
も１１０番の家、街頭パトロール活動など、子どもたちの
安全・安心を守る取り組みが地域ぐるみでなされてい
ます。しかし、社会構造の変化や人間社会の歪みか
ら、子どもを取り巻く環境が大きく変化しています。社
会総ぐるみで、大人が子どもに関心をもち、地域のお
じさん、おばさんとして、「地域の子どもは地域で守り
育てる」ことに関わっていくことが今強く求められてい

ます。 
　皆さんも、ぜひ、この運動に参加してみませんか。
特別な資格など必要ありません。わざわざ出かけて、
構えてパトロールをする必要もありません。近くの公
園で子どもを見かけたり、買い物帰りに子どもに出会
ったりした時など、子どもの様子に目配りをしていただ
けるだけでよいのです。もし、危険な遊びをしていたり、
帰りが遅かったりしたら、注意の一声をかけてあげて
ください。また、地域の活動で頑張っている姿を見か
けられたら、大いに誉めてあげてください。誉められ
ることは、誰でもうれしいものです。「元気なあいさつ
ができるね」「地域の掃除頑張っているね」など、どん
なことでも構いません。 
　大人から声をかけられた子どもたちは、必ず、自分
の行動や言動を振り返ります。何度も声かけをするこ
とで、子どもとのコミュニケーションが図られ、子どもの
育ちはより確かなものとなっていきます。 
　地域の夢や将来を担っている子どもたちを見守り
育てるために、地域の大人が一丸となって「一声か
けること」から始めてみませんか。 

��

教育電話相談 ～悩んだら気軽に電話してください～ 羽島郡二町教育委員会  ☎ 245-1133

国民  
年金  
〈問合先〉 
岐阜南社会保険事務所 
☎273-6161



Q A& このコーナーでは、日ごろ町民の皆さん
から役場へ寄せられる質問・意見などを
回答とともに紹介します。 

私たちの仲間になりませんか 
さざんか教室 

　私たちの大唱琴教室は、高橋先生の指導のもと現在５人のメンバ
ーで、楽しく練習に励んでいます。 
　童謡・演歌・クラシック・ポピュラーなどの曲を弾くととてもやさしい音
色が出て、心を癒してくれます。 
　岐阜県大唱琴連盟の大会へ出演、デイサービスの慰問、また、今年
は音楽協会全国大会の出演などを予定しています。 
　曲が弾けるようになると嬉しさひとしおです。ぜひ一度遊びに来てく
ださい。お待ちしています。 
【活動日】毎月第１・３水曜日 午前９時３０分～ 
【場　所】松枝公民館　 
【連絡先】岩田モモ子宅（北及）　☎３８７-０７１０ 

おなまえ 大塚 一輝 （米野） くん 

お お つ か  い っ き  

大塚政男・千佳さんの子 
平成20年6月23日生 

おなまえ 菅沼 夏帆 （北及） ちゃん 

す が ぬ ま  か 　 ほ  

菅沼秀樹・祐子さんの子 
平成20年6月30日生 

窓の外を見るのが　毎日の日課 

早く　大好きなお姉ちゃんと 

お外であそびたいな!!

泣き虫で甘えん坊のかほです。 

食べるのが大好きで　ちょっぴりおでぶちゃん。 

たくさん歩いて　スマートになるよ!

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します。 

応募対象　平成20年8月生まれの赤ちゃん 
応募期間　6月末日まで（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳細は企画課広報までお問合せください。 

■ 年の途中で家を取り壊した場合の税金はどうなるのでしょうか。 
■ 固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）に、家屋を所有している方に対し、その年
度分の固定資産税を課税することとなっています。 
　したがって、年の途中で家を取り壊した場合でも、その年度分の税金は１月１日時点
の所有者の方に全額課税されることとなります。 
【問合先】税務課 

Q
A
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この広報紙は再生紙を使用しています。 
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前月比 

まちの人口 
平成21年 5月1日現在 

22,403 
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